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３月の新聞記事から／19
表紙／故菊池武雄さんの写真を持つ妻の良子さん（本文２頁）
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●泉南アスベスト国賠判決を受けて提訴
　全国の被害の掘り起こしを！

●受動喫煙対策の努力義務、６月施行

●検証が必要な除染作業の特別加入

●それぞれのアスベスト禍　その49　古川和子

●韓国からのニュース

●前線から
　全国安全センター厚労省交渉を実施　東京
　大阪から過労死防止を！過労死防止大阪センター設立　大阪
　上司からの暴行で視力低下　外国人実習生受入停止処分　滋賀



関西労災職業病 2015.4 No.4542

昨年 10月、泉南アスベスト国家賠償訴

訟で原告勝訴の最高裁判決が下され、国は

アスベストの健康被害にあった方たちに謝

罪を行い、今後同じ要件を満たす被害者に

は訴訟を起こせば、和解による賠償金を支

払うこととした。

泉南地域の被害者らが声を上げ、8年半

にもわたって国を相手に闘ってきた結果、

すでに働いた企業も存在せず、十分な補償

を得られない人々へも、救済の道が開かれ

た。

和解の対象になる人は泉南に限らず、全

国に存在する。こういった人の被害状況を

掘り起こし、国の責任がいかに大きなもの

であったか、明らかにしていく必要がある。

そこで中皮腫・アスベスト疾患・患者と

家族の会は、要件をみたす事案について国

通り。

①昭和 33年（1958 年）5月 26日から

昭和 46年（1971 年）4月 28日まで

の間に、局所排気装置を設置すべき石

綿工場内において、石綿粉じんにばく

露する作業に従事したこと。

②その結果、石綿による一定の健康被害

を被ったこと。

　＊「石綿による一定の被害」とは、石

綿肺、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜

肥厚などをいいます。

③提訴の時期が損害賠償請求権の期間内

であること。

菊池武雄さんはこの要件に合致してい

る。

菊池さんは大阪府警の警察官で長年白

バイ隊に勤務された方だ。本誌 2014 年 2

泉南アスベスト国賠判決を受けて提訴
全国の被害の掘り起こしを！

家賠償裁判提訴を呼びかけて

いく。

その第 1 号として、３月

20 日、中皮腫で亡くなった

菊池武雄さんの妻、良子さん

が、大阪地裁に国賠裁判を提

訴した。

50 年前のばく露で

国の和解協議要件は以下の ３月 19 日の菊池記者会見で　左から大山弁護士、吉田弁護士、菊池良子さん、古川会長
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アスベスト国家賠償裁判

2015 年 3 月 21 日　毎日新聞
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月号の「それぞれのアスベスト禍　その

37」で詳しく紹介した。

菊池さんは北海道北見市出身で、18 歳

の時集団就職で大阪へ来て、1962 年 3月

から 1963 年 6 月まで東大阪市にあった

「五稜石綿紡織所」の稲田工場で働いた。

五陵石綿では、石綿布などの製造に従事し、

石綿の粉じんにばく露した。その後、念願

だった大阪府警に入って定年退職まで勤務

した。しかし、定年退職後の2012年10月、

胸膜中皮腫と診断され、翌 2013 年 5 月

19日、69歳で亡くなった。東大阪労働基

準監督署は2013年11月に労災認定した。

菊池さんは 50年前にたった 1年あまり

働いた石綿工場でのばく露が原因で中皮腫

を発症し、良子さんと 2人でまだまだ楽

しく過ごすはずであった老後の生活を失っ

てしまった。その上、労災保険による補償

は、石綿にばく露した若年時を基準とする

低賃金で算定されることとなった。

国の対策の遅れが招いた悲劇であり、命

を金銭には代えられないが、補償されて当

然であろう。

対象者は 1200 人！？

実際に、和解要件に当てはまる労働者は

どのくらいいるのだろうか。

菊池さんが働いた五陵石綿は当時大阪府

下に 3工場があり、厚生労働省の公表し

ている情報によると、石綿関連の労災認定

件数は 15件にのぼっている。うち何人か

は該当者と推測される（表 1）。

厚生労働省が公表している 2013 年度ま

での労災認定事業場情報から「石綿製品製

造工場」で、「1971（昭和 46）年までに

操業を開始し」または「操業開始時期が不

明」の事業所数は 340 ある。340 事業場

における労災認定件数は、時効救済分を含

めて 1210 件である（表 2）。この中には

和解用件に含まれるじん肺管理区分管理

2か管理３であって合併症がない場合や

2010 年以前の石綿肺の場合がカウントさ

れていない。

これら人数のほとんどが、国家賠償の要

件の対象者である可能性は高い。

国の対応の遅れがもたらした被害は大き

 
表１ 五陵石綿の石綿労災認定件数 

五陵石綿 
労災 時効救済  

肺がん 中皮腫 肺がん 中皮腫 石綿肺  
稲田工場 
（東大阪市稲田） 

３ ３ １  １ ８ 

津田工場 
（枚方市津田） 

２ １ １   ４ 

交野工場 
（寝屋川市寝屋） 

２   １  ３ 

合 計 ７ ４ ２ １ １ 15 
 
 
表 2 石綿製造作業ごとの認定事業場数および労災認定件数 
  ① ② ③   

  

「石綿ばく露作業
状況」に左の記載
内容に含む認定作
業場数 

①のうち、昭和
46 年 4 月までに
操業開始、また
は、開始時期不
明 

②のう
ち、大阪
府 

③のう
ち、岸和
田署（泉
南地域を
管轄） 

石綿糸、石綿布等の石綿紡織製品の製造
工程における作業 

80 77 55 44 

石綿セメント、石綿スレ－ト、石綿高圧
管、石綿円筒等のセメント製品の製造工
程における作業 

162 139 14 3 

ボイラ－の被覆、船舶用隔壁のライニン
グ、内燃機関のジョイントシ－リング、
ガスケット（パッキング）等に用いられ
る耐熱性石綿製品製造工程における作業 

56 52 10 0 

自動車、捲揚機等のブレ－キライニング
等の耐摩耗性石綿製品の製造工程におけ
る作業 

56 52 12 1 

電気絶縁性、保温性、耐酸性等の性質を
有する石綿紙、石綿フェルト等の石綿製
品又は電解隔膜、タイル、プラスタ－等
の充填剤、塗料等の石綿を含有する製品
の製造工程における作業. 

35 30 7 2 

石綿織布作業 1 1 0 0 

※重複あるので各ばく露作業状況の合計にはならない 

合計 384 340 91 47 
労災認定件数 

（時効救済含む） 
1340 1210 205 94 

 
 

アスベスト国家賠償裁判
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 く、広く救済されることを望む。

菊池良子さんの提訴をきっかけに、要件

さんいちブックレット 009

除染労働	
被曝労働を考えるネットワーク　編
＜執筆＞なすび、長岡義幸、西野方庸
　さんいちブックレット 007『原発事故と被曝労働』に続く、
被ばく労働を考えるネットワーク編著の第 2弾！

発行：三一書房　http://31shobo.com/
１０００円＋税

に当てはまる方は声をあげていってほし

い。

アスベスト国家賠償裁判
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職場の受動喫煙で
毎年 3600 人が死亡

わが国で、１年間に約 6800 人が死亡し

ているとされ、そのうち職場にその原因が

あるのは約 3600 人だという。たいへんな

数字だ。何の数字かといいうと、受動喫煙

による肺がんと虚血性心疾患の死亡者数で

ある。厚生労働省の研究班が2010年に「今

後のたばこ対策の推進に関する研究」の中

で示した推計値だ。昨年の労働災害による

死亡者数は、1015 人で、交通事故の死亡

者数 4113 人と比べてみても、驚くべき数

字といえるだろう。

この受動喫煙を防止するための措置が、

はじめて労働安全衛生法の中に位置づけら

れる。昨年６月に成立した労働安全衛生法

改正で、新たに加えられた「受動喫煙の防

止」の措置に関する条文が、いよいよこの

６月１日より施行されることになる。

もともと 2011 年に国会に提出された労

働安全衛生法改正案では、飲食店など一部

を除いて全面禁煙か空間分煙を義務付ける

ものとなっていたが、国会の解散で廃案と

なり、審議会での再検討を経た今回の改正

では、「実情に応じ適切な措置を講ずるよ

う努めるものとする。」（第 68 条の 2）と

し、国が努めるべき援助のなかに「受動喫

煙の防止のための設備の設置の促進」（第

71条第 1項）を含めることにした。

義務から努力義務に後退したとはいえ、

労働者の健康の保持増進のなかに明確に受

動喫煙対策が位置付けられたことは大きな

意味があるといえよう。

受動喫煙対策に技術アドバイス

そもそも喫煙は、ＷＨＯの国際がん研究

機関（ＩＡＲＣ）の発がん評価でグループ

１（人間に対して発がん性があり、人間に

対する発がん性に関して十分な証拠があ

る。）に分類されているなど、発がん物質

であることが広く理解されていることをは

じめ、呼吸器疾患や循環器疾患の原因にも

なっていることは明らかで、その対策は内

外で広く進められてきたところだ。

ＷＨＯでは 2003 年にたばこの規制に関

する枠組み条約が採択され、日本も健康増

進法の制定などの対策を進め、翌 2004 年

６月に批准している。2003 年に施行され

た健康増進法は、第 25条において、「学校、

体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展

示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食

店その他の多数の者が利用する施設を管理

する者は、これらを利用する者について、

受動喫煙を防止するために必要な措置を講

ずるように努めなければならない。」と公

受動喫煙対策の努力義務､ ６月施行
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受動喫煙対策

共施設での喫煙対策を明確に促進したた

め、飛躍的に対策が進められたことは周知

のとおりだ。

法律の施行にともない、厚生労働省は昨

年 11月に「職場の受動喫煙防止対策に係

る技術的留意事項に関する専門家検討会」

を設置、対策をとる事業者に、技術的なア

ドバイスをまとめることとしている。

この検討会では、①屋外喫煙所の設置（屋

内全面禁煙）、②喫煙室の設置（空間分煙）、

③換気措置の三つに分けてそれぞれに技術

的留意事項についてまとめることとしてい

る。

現在議論されている報告書案をみると、

たとえば屋外喫煙所の設置場所について

は、建物出入口や窓から可能な限り離すこ

とや、閉鎖系の場合にあっても排気口から

の空気の流れについて、建物に流入するこ

とのないような設置の仕方について記述す

るものとなっている。

さらに喫煙室の設置については、これま

での不確かな設置例を排除して、排気装置

の設置の仕方等、相当に具体的な方法を示

すものとなっている。たとえば屋外排気装

置を設置しないで空気清浄装置だけを設置

するような方法は、ガス状成分を除去でき

ないとし、避けることを求めている。また、

喫煙室設置の効果については、測定を行う

ことにより確認し、確実な分煙につなげる

よう求めている。

さらに、飲食店や宿泊業など全面禁煙や

空間分煙の対策が困難な場合について、喫

煙可能区域を設定して適切な換気を行うこ

となど具体例をあげて説明をしている。

健康増進法以降の対策さらに強化を

受動喫煙対策については、すでに健康増

進法による公共施設での対策が進んでお

り、その意味では対策の事例については相

当程度例示できるということもできる。

たとえば厚生労働省健康局総務課生活習

慣病対策室長の事務連絡（平成 22.7.30）

「受動喫煙防止対策について」は、「施設の

出入り口付近にある喫煙場所の取り扱いに

ついて」として次のように記している。

法第 25 条の「受動喫煙」には、施設の

出入口付近に喫煙場所を設けることで、屋

外から施設内に流れ込んだ他人のたばこの

煙を吸わされることも含むため、喫煙場所

を施設の出入口から極力離すなど、必要な

措置を講ずるよう努めなければならないと

ころである。

なお、施設を訪れる人が、その出入口に

おいて、たばこの煙に曝露されることも指

摘されているところであり、この点につい

ても、御配慮頂きたい。

この事務連絡によって、一時多かった市

役所や病院の出入口付近の喫煙場所が廃止

されることとなったわけだ。

Ｇ８の国のなかで、職場の受動喫煙対策

を講じた最後の国が日本であるということ

を踏まえ、６月の労働安全衛生法改正を契

機に、各職場での対策が速やかに講じられ

ることが期待される。
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特別加入で新たに設けられた
「除染作業」の有無欄の意味

労災保険の特別加入の手続きをするとき

に使う、所定の用紙（たとえば様式第 34

号の 8）を久し振りにみる人がいたら、そ

の様式の変貌ぶりに驚く人がいるだろう。

「特別加入に関する事項の変更」、「特別

加入者でなくなった者」、それに「新たに

特別加入者になった者」それぞれの届に一

枚で対応できるようにして、ＯＣＲ様式に

しているところはよいのだが、特別加入制

度を少し知っている人ならなぜだろうと首

をかしげる欄がある。それは、「新たに特

別加入者になった者」の欄の中ほどにある

「業務又は作業の内容」の右側の枠に「除

染作業」とあり、「１有」か「３無」かを

選ぶようになっているところだ（次頁の図

参照）。

３.11 の福島第一原発事故により大量の

放射性物質が排出され、除染作業にたくさ

んの人が携わっていることは、連日、マス

コミ報道されている。除染作業は国が予算

措置をして、建設業者をはじめ様々な業者

が請け負い、そこに雇用された労働者が具

体的な作業をするということになるが、労

働者であれば普通に労災保険の対象にな

る。ところが、事業主であったり一人親方

であったり、またはボランティアや自己責

任によるものといったように様々な形での

除染作業従事がある。

それら労働者以外の除染作業について、

労災保険の適用はどうなるかというと、

少々複雑な判断が必要となる。

まず、建設業の一人親方として特別加入

をしているのなら、2012 年に労働者災害

補償保険法施行規則が改正されたことによ

り、「原状回復の事業」を新たに業務に含

めたので（労災則第 46 条の 17 第 2 号）、

これに「除染を目的として行われる高圧水

による工作物の洗浄や側溝に溜まった堆積

物の除去等を含む。」ものとして、労災保

険の適用対象となった。

しかし、それ以外の特別加入者、たとえ

ば自動車運転者の一人親方や中小事業主が

いつもの予想される作業（たとえば運転手

が汚染物を積み込んで運転するような場

合）の範囲で除染作業に関わるなら対象と

するが、あらためて作業内容の変更届が必

要となる。

それから問題となるのが、通常の業務と

は異なる作業として除染作業に関わるのな

ら（たとえば自動車運転手が汚染物を高圧

水で洗い流す作業に従事するような場合）、

あらためて建設の一人親方として追加で特

別加入をしなければならないこととなる。

これは中小事業主の場合でも全く同じだ。

検証が必要な除染作業の特別加入
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除染作業の特別加入

で、この特別加入変更届の様式の「除染

作業」欄というのは、そのために新たに設

けられたというわけである。

実際に除染作業の特別加入は
機能しているか検証が必要

しかしである。この分かりづらい特別加

入制度がどの程度除染作業で徹底されてい

るのだろうか。国、環境省が設定する除染

の費用には、当然労災保険料を積算するわ

けだが、特別加入者に必要となる保険料を、

どの程度正確に積算し、当事者にその分と

して理解されて配分されているだろうか。

たとえば、普通は他の仕事をしているが、

除染作業にも携わらねばならないので、建

設業の一人親方として、給付基礎日額１万

円で別途特別加入するというのなら、年間

の労災保険料 69,350 円を追加で負担しな

ければならない。もともとの職業で労災保

険料を別途払っているから、結局二重に負

担しなければならないこととなる。こんな

話を十分に当の作業者自身が理解できてい

るだろうか。

厚生労働省の実際の運用データを持たず

に評価することはできないが、除染作業に

おける労災保険特別加入制度の運用は、で

きるだけ早い時期に検証するべきではない

だろうか。そもそも北海道から沖縄まで全

ての特別加入者が、除染作業の有無を問わ

れるというのも不合理な制度だと思うのだ

がどうだろうか。

特別加入に関する変更届（様式第 号の ）の「新たに特別加入者になった者」欄
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連載　それぞれのアスベスト禍　その49
中皮腫・アスベスト疾患・患者と家族の会

古川和子

手さぐりで苦しんでいる患者と家族たち

病気で心身のつらいあなた。

病気の方を支えるあなた。

病気で家族を亡くされたあなた。

お一人でお悩みにならずに、皆で輪を

作りませんか？

患者と家族の会のホームページトップに

は上記の様に書かれているが、いまだに一

人で悩み苦しんでいる患者と家族がいるこ

とを知った。

Ｙさん（62 歳）は大手電機メーカーの

エンジニアとして働いてきた。2013 年 9

月に胸膜中皮腫を発症し、大阪府立成人病

センター（以下、成人病センター）で抗が

ん剤治療を開始した。その後、妻Ｍ子さん

の勧めで宇部医療センターの岡部先生によ

る胸膜全摘術を受けた。

2014 年３月に「労災申請の手続きを会

社側が行ってくれているが順調に進まな

い」という内容の相談電話が、Ｍ子さんと

の出会いのきっかけだった。その後Ｙさん

は宇部医療センターを退院して、成人病セ

ンターに戻ってから抗がん剤治療を開始し

た。

当初、成人病センターは労災保険指定医

療機関ではなかった。通常は、労災認定さ

れれば（あるいは労災認定が確実だと判断

されれば）「療養補償給付たる療養の給付

請求書（様式第 5号）」を提出して、それ

以後は窓口での支払いは必要ない。しかし

Ｙさんの場合は受診のたびに治療費を支払

い「療養補償給付たる療養の費用請求書（様

式第 7号）」という書類を準備して、所轄

の労働基準監督署に治療費の請求手続きを

行っていた。そしてこの様な支払い方法は、

Ｙさんの勤務していた大手電機メーカーの

労務担当は熟知していなかった。その為に

Ｍ子さんからは度々私に問い合わせの電話

が入って来たのだ。

電話では相談の内容が把握できないの

で、Ｙさんの受診日に成人病センターを訪

問してみて、成人病センターが労災保険取

扱医療機関ではなかったことを知り、驚い

た。その理由は病院のＨＰで「当センター

は、成人病、特にがんと循環器病に特化し

た医療センターとして研究所とがん予防情

報センターを併設し、治療だけでなく予防、

研究にも重点を置き、『がんと循環器疾患

の征圧』を目標に掲げ成人病の克服に向け

て総合的に取り組んでいます。」といわれ

ている様に、労働災害疾患とはあまり関係

性が無かったからだろうか。とはいえ、「都

道府県がん診療連携拠点病院の指定を受け
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アスベスト禍

惨事ストレス　ー救援者の ” 心のケア ”

　阪神・淡路大震災で初めて問題になった「惨事ストレス」
は東日本大震災で深刻化しています。消防士・警察官、自
衛隊員、自治体職員、教職員、ボランティアなどの救援者が、
被災地の悲惨な現実を目の当たりにし、さらに先が見えな
い復興活動のなかで心身が疲弊し、体調を崩して心の病に
陥り、自殺者まで出ています。
　本書は、この救援者の「惨事ストレス」の現状を捉えな
おしながら、心のケアを考えます。
(2014.12)

『惨事ストレス』編集委員会［編著］　緑風出版
四六版並製／ 216 頁／ 2000 円
http://www.ryokufu.com/isbn978-4-8461-1421-3n.html

安全
セン
ター
情報

全国労働安全衛生センター連絡会議（略称：全国安全センター）は、
働く者の安全と健康のための全国ネットワークとして、1990 年５月２日に設立されました。
①最新情報満載の月刊誌「安全センター情報」を発行しているほか、②労働災害・職業病等の
被災者やその家族からの相談に対応、③安全健康な職場づくりのための現場の取り組みの支援、
④学習会やトレーニングの開催や講師の派遣等、⑤働く者の立場に立った調査・研究・提言、
⑥関係諸分野の専門家等のネットワーキング、⑦草の根国際交流の促進、などさまざまな

取り組みを行っています。いつでもお気軽に度相談、お問い合わせください。
「労災職業病なんでも相談専用のフリーダイヤル：0120-631202」は、全国どこからでも

無料で、最寄りの地域センターにつながります。
「情報公開推進局ウェブサイト：http://www.joshrc.org/~open/」では、ここでしか見られない

情報を満載しているほか、情報公開の取り組みのサポートも行っています。

●購読会費（年間購読料）：10,000 円　●一部：800 円
●お申し込み：全国労働安全衛生センター連絡会議
　Tel:03-3636-3882 Fax:03-3636-3881  URL: http://joshrc.info/

るなど、がん患者の多い大阪府にあって、

がん対策の中核的な役割を担っています。」

という言葉通りに、石綿肺がんや中皮腫の

患者が高度な治療を求めて受診している。

Ｙさんのことが契機になり、成人病セン

ターに「労災保険取扱医療機関」となって

貰うよう要請を行った。成人病センターも

協力的だった。そのお陰で 2014 年 12 月

から取り扱いが始まり、やっとＹさんの負

担がひとつ減った。

Ｙさんの仕事は空調設備関係だった。定

年退職後も再雇用で勤務していた矢先の発

症だった。手術後は職場復帰が可能だと信

じて疑わなかったという。しかし手術後の

身体の痛みはなかなか取れなくて、焦りが

出てきた。「大変な病気になり、大きな手

術をしたのだから、一年か二年はゆっくり

と過ごして下さい」という私に、「そうな

んですか」と答えた姿は寂しそうだった。

その後順調に進んでいると思っていた抗が

ん剤治療だったが、再発していることが

解った。Ｍ子さんから「再発しました。今

後はどうしよう」と届いたメールには私も

戸惑い、すぐ返信できなかった。（つづく）
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韓国からの
ニュース
■サムソン電子で脳腫瘍、被害者 4人が労
災申請
サムソン電子の半導体・LCD 事業部で働

いて脳腫瘍に罹った労働者４人が、勤労福祉

公団に産業災害を申請した。その内２人は

2004 年から 2008 年の間、半導体の生産工

程で一緒に働いていたことが確認された。

半導体労働者の健康と人権守り(パノリム)

と、脳腫瘍で闘病中のＳさん (30) は勤労福

祉公団南部支社の前で記者会見を行い、「脳

腫瘍を職業病と認定せよ」と要求した。この

日に労災を申請した職業病被害者４人のうち

３人は、サムソン電子の半導体事業部・温陽

( オニャン ) と器興 ( キフン ) 工場で働いた。

残りの１人は LCD 事業部・天安 ( チョナン )

工場で働いた。労災を申請したＳさんとＪさ

ん (34) は、2004 年から 2008 年まで、温陽

工場のMVP工程で一緒に働き、脳腫瘍の一

種である脳髄膜腫に罹って闘病中だ。MVP

工程は半導体工程の最後の段階で、半導体の

基板にサムソン電子のロゴを印刷して、外観

検査と包装をする工程だ。

パノリムによれば、半導体マーキングの機

械がレーザーでロゴを刻む過程で、茶色の粉

じんを飛ばす。パノリムはこの粉じんにベン

ゼン・ホルムアルデヒドなどの有害物質が

入っていて、これが脳腫瘍の発病に関係があ

ると主張した。Ｓさんは「MVP 工程で仕事

をする間、クリーンルームに入ることもな

かったし、防じんマスクを使えと言う ( 管理

者の ) 指示もなかった」と主張した。

LCD事業部・天安工場で働いたＣさん ( 死

亡当時 25 才 ) は、2011 年に脳腫瘍の確定

診断を受けた後、2013 年に死亡した。先月

までに、パノリムに届けられた脳腫瘍の被害

者は合計 22人で、この内７人が死亡してい

る。半導体事業部・器興工場で働いた労働者

３人が死亡し、温陽工場では１人が亡くなっ

た。パノリムのイム・チャウンさんは「パノ

リムに届けられる情報提供の中では、脳腫瘍

が白血病に次いで多い」。「勤労福祉公団は、

サムソン電子で働いた後に脳腫瘍が発生した

これらを保護しなければならない」と強調

した。2015 年３月３日　毎日労働ニュース　

ク・テウ記者

■暴行され自ら命を絶った現場実習生に労災
認定
全国建設産業労組によれば、勤労福祉公団

のソウル業務上疾病判定委員会は、先月 26

日に、ＣＪ第一製糖鎮川 ( チンチョン ) 工場

の寮の屋上から投身自殺したＫ君 ( 当時 18

才 ) の遺族が申請した業務上災害申請を承認

した。Ｋ君は高校３年だった 2013 年 11 月

に現場実習生として第一製糖に入社し、２ヶ

月目の昨年１月に自ら命を絶った。投身の前

日、Ｋ君は自身のツイッターに「とても恐

い。チャンと会社に行けるだろうか？」とい

うメッセージを残した。

業務上疾病判定委の判定によれば、Ｋ君は

日常的な暴力に曝されていた。職場の先輩は

Ｋ君のお尻を蹴飛ばして挨拶をし、事件が発

生する４日前の会食の時には、上司が見てい

る前で同期入社員から暴行を受けた。母親に

「会社に行きたくない。会いたくもない」と

訴えていた。

業務上疾病判定委は「若くして現場勤務に

投入され、受けたストレスと職員間の不和が
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耐えられるストレスを越えて、急性憂うつ状

態で正常な判断力を喪失して発生した事故

で、業務に関連した自殺と判断される」とし

た。業務上疾病判定委は「勤務に投入されて

受けたストレスが、現場実習生として耐え

られるストレスを超え」、「実習生という立場

の脆弱性によって、精神的な安定を支持でき

にくい状況で起きた自殺で、業務関連性が高

い」と判断した。2015 年３月５日　毎日労

働ニュース　ク・テウ記者

■協力業者職員を理由に労災も差別／サムソ
ン電子も勤労福祉公団も「いい加減」

サムソン電子半導体事業部で設備の維持・

保守の業務を遂行した後、稀貴難治性疾患を

病んだり死亡した協力業者の労働者が、産業

災害の承認を求めた。サムソン電子は１月に

作った補償基準によって、協力業者の労働者

を補償から除外するとし、勤労福祉公団は協

力業者の所属という理由で、業務との関連性

を否認している。

半導体労働者の健康と人権守り ( パノリム )

と、サムソン電子半導体・LCD 事業部で働

いた元・下請け職業病被害者が、職業病被害

労働者証言大会を行った。証言大会でパノリ

ムが発表した資料によれば、半導体事業部で

働いた協力業者所属の労働者は、白血病を始

め、皮膚Ｔ細胞リンパ種・肺癌・腎不全症を

病んでいる。

皮膚 T 細胞リンパ種を病んでいるＬさん

は、2011 年 11 月 か ら 2013 年 １ 月 ま で、

半導体事業部・華城（ファソン）工場で働い

た。Ｌさんは化学物質中央供給システムの中

にある化学物質タンクの維持・保守業務を担

当した。そのシステムは、半導体生産ライン

に各種の化学物質を供給する所だ。Ｌさんは

警報が鳴ると、化学物質の筒を該当の供給タ

ンクに連結して掃除をした。供給タンクの周

辺に流れ出した化学物質を拭い、連結ホース

がタンクの中に入ると、直接手を入れて取り

出すこともあった。Ｌさんは 2012 年 12 月、

皮膚 T 細胞リンパ種と診断された。

Ｌさんは昨年 10 月に労災の申請をしたが、

勤労福祉公団から不承認の判定を受けた。Ｌ

さんは「会社が公団に提出した資料を見ると、

( 業務中 ) 数十種類の化学物質に曝露し、発

癌性・生殖毒性がある有害物質を取り扱った」

が、「Ｔ細胞リンパ種と業務の関連性が分かっ

ていないという理由で、不承認とされた」と

訴えた。

故Ｓさんは、2003 年から 2009 年まで、

半導体事業部・華城工場と器興工場で働い

た。Ｓさんは協力業者の所属で、器興工場の

14 ラインとＳＩラインの管理業務を担当し

た。Ｓさんは生前に残した記録で「有害ガス

の排出機能をする局所排気装置は (14 ライン

と１ラインに ) 初期には設置されていなかっ

た」。「最近でも、既存のラインで局所排気装

置が故障したり、リモートコントロールが故

障するケースが一度や二度ではなかった」と

主張した。Ｓさんは骨髄移植手術を受けた

が、2012 年６月に再発して同年８月に死亡

した。

故人の息子のＳさんは「昨年 10 月の業務

上疾病判定委員会に ( 父親の労災承認の問題

で ) 出席した時、( 疾判委は ) 10 分間、父親

が正確に何の仕事をしていたのかと尋ねた」

が、「公団は、父親が管理職であったという

理由で業務関連性を認めなかった」と話した。

現在まで、サムソン電子半導体・ＬＣＤ事

業部で働いて職業病に罹った労働者の内、パ

ノリムに情報提供をしてきた労働者は 196

人。このうち 68 人が死亡した。勤労福祉公

団から労災の承認を受けた被害者は、現在３
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人に過ぎない。2015 年３月５日　毎日労働

ニュース　ク・テウ記者

■重大災害を発生させた事業者に「119」通
報の義務化を
事業主が仕事中に発生した急病患者を発見

した場合、119 救助隊に通報することを義

務化する法案が発議された。

現行の産業安全保健法は、使用者が労災発

生の危険を把握したり、重大災害が発生した

場合、直ちに作業を中止させ、労働者を安全

な場所に待避させるようにしているが、急病

患者の通報規定はない。

国会・環境労働委員会のハン・ジョンエ新

政治民主連合議員は「急病患者が発生した場

合、義務的に通報する規定がなく、使用者が

これを悪用している」と分析した。先月の９

日と今月 10日に、それぞれ１人の死亡者が

発生した、釜山の新世界百貨店の拡張工事と

ポスコの浦項製鉄所の補修工事の現場を例に

挙げた。事業主が、事故が発生した時、119

救助隊に通報せず、指定病院に先に連絡した

り、自社の救助隊に任せたために、急病患者

に対する救助・治療が遅れて死亡したという

ことだ。事業主が労災の事実を縮小・隠蔽し

ようとしたという疑惑が提起されている状況

だ。

ハン議員は改正案で、救助を要する危急状

況や急病患者が発生すれば、事業主は 119

救助隊に通報するようにし、これに違反すれ

ば５千万ウォン以下の過怠料を賦課するよう

にした。

ハン議員は「一刻を争う事故現場では、

119 救助隊による迅速な初期対応が必須な

のに、労災にされるという理由で事業主がこ

れを敬遠している」とし、「労災の隠蔽・縮

小だけではなく、一層大きな事故に繋がる

危険な行為だ」と話した。2015 年３月 17 日　

毎日労働ニュース　ヤン・ウラム記者

■労災の危険に、労働者の作業中止権を保障
せよ
雇用労働部が、作業中に危険な状況が発生

した場合、労働者が事業主に作業の中止を要

請できるようにする産業安全保健法改正案を

立法予告した中で、民主労総と健康な労働社

会など、19 の労働・安全・人権団体が共同

声明を出し、「労災の危機に直面した労働者

に、作業中止権を保障せよ」と要求した。

現行の産業安全保健法 (26 条 ) は、「産業

災害が発生する緊急な危険」がある場合にだ

け作業を中止できるように規定している。こ

れによって、人が怪我をしたり死なない状況

で労働者が作業を中止した場合、当該の労働

者が事業主から懲戒されたり、告訴・告発さ

れることが少なくなかった。

労働・安全・人権団体は「現行法は、人が

死んだり怪我をするなどの事故が起こった

り、そのような危険が発生しなければ、危険

を甘受するように強制している。このため『産

業災害が発生する緊急な危険』という表現を

変えなければならないという社会的要求が続

いてきた」とし、「だいたい労働部は最も重

要な問題に目を閉じてきた」と批判した。ま

た「労災発生の危険がある状況では、労働者

が自ら作業を中止し、待避することが最優先

で、労働者が事業主に安全保健措置を要求し

たり、地方労働官署に通報するのはその次の

問題」として「労働者に必要なことは、強化

された作業中止要請権ではなく、自らの生命

と安全を守れる作業中止権」だと強調した。
2015 年３月 18 日　毎日労働ニュース　ク・

ウネ記者　（翻訳：中村　猛）
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東　京

全国安全センター
厚労省交渉を実施

全国労働安全衛生センター

連絡会議による厚労省交渉が

３月 25 日、東京の衆議院会

館で行われた。毎年要請事項

が多く、時間が足りなくなる

のが常である。今回も要請

事項は情報公開のことから安

全衛生、労災補償まで全部で

21 のテーマにわたった。

情報公開について厚生労働

省は、他の省庁と比べて遅れ

ている。労働局、労働基準監

督署によっても情報公開レベ

ルが違っており、被災者が余

計な手間暇をかけさせられる

こともある。その是正と専門

検討会のインターネット動画

配信も要求した。

安全衛生項目では、昨年か

らパワハラ対策に含まれない

顧客などからの暴力行為への

実態調査を要求、以前にパワ

ハラ対策を要求し始めたとき

と同じく、厚労省はまったく

検討する様子がないが実現す

るまで続けるつもりである。

胆管がん問題では大阪の印

刷会社での多発が発覚して３

年を経て、これまでに講じた

対策の実効性を把握するよう

要求したが、担当者が意味を

よく理解できず、交渉の場で

改めて趣旨を説明することに

なった。

労災補償では、アスベスト

関連で主治医が解剖で胸膜プ

ラークを確認しているにもか

かわらず、石綿確定診断委員

会がプラーク無しとして労災

不支給とした案件について問

いただした。ほか、精神障害、

軽度外傷性脳損傷、化学物質

過敏症など認定の困難な疾病

について取り上げた。

話が後退したのは、労災保

険の補償と健康保険給付との

調整の話で、健康保険が労災

請求中の事案に対して傷病手

当金の申請を返戻したり、労

災症状固定後の治療費を健康

保険扱いしないなど問題が多

発している。担当者がこれま

での話し合いの経過を全く把

握して折らず、話し合いは鋭

い言葉の応酬となった。

交渉は毎回一進一退である

が、粘り強く、成果を上げて

きた。今回も少し詰めれば解

決しそうな項目もあり、良い

成果を勝ち取って労働行政を

改善させていきたい。

３月 13 日、過労死防止大

阪センター設立総会が開かれ

た。

2014 年 11 月から「過労死

等防止対策推進法」が施行さ

れ、法の成立にいたった運動

大阪から過労死防止を！
過労死防止大阪センター設立

大　阪
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を担ってきた「全国過労死を

考える家族の会（以下、家族

の会）」などの団体が各地域

での運動拠点としてのセン

ターの設立を呼びかけたこと

から、大阪でも準備が進めら

れてきた。もともと過労死の

労災認定運動の先駆けとなっ

たのは大阪であったというこ

ともあり、過労死裁判を多数

手がけてきた松丸正弁護士や

岩城穣弁護士、家族の会の寺

西笑子氏、森岡孝二関西大学

名誉教授などそうそうたるメ

ンバーを中心に、広く呼びか

けられて、「過労死防止大阪

センター」は大阪で労働安全

衛生、労働問題に取り組む団

体のほとんどが幹事として参

加する大きなネットワークと

なった。

結成総会では、精神科医の

粥川裕平医師が「21 世紀日

本のメンタルヘルスと過労死

防止」と題して講演を行った。

粥川氏が最初に触れたのは、

1979 年に過重労働により精

神疾患を発症した建設コンサ

ルタント社員が自殺を図った

事件が、労組などの支援で

84 年に労災認定されたこと

を新聞で知ったときのこと。

「精神医学界がひっくりかえ

る」という感想を持ったとい

う。その後、日本の精神科に

通う人数は増え続け、自殺統

計は 14 年連続 3万人を記録

した後ここ 3 年は 3 万人を

事件から１年以上経ってい

るにもかかわらず、彼の名前

をインターネットで検索する

と、未だに目を背けたくなる

写真が挙がってくる。

左目はひどく腫れ上がり、

瞼は全く開かない。鼻骨が折

れた際に裂けた皮膚からは未

だに血がにじみ出ている。こ

の状態で無理に笑おうとして

いる顔が逆に痛々しい。

外国人技能実習生として来

日し、滋賀県にある従業員

35 名の工業用プラスチック

製品製造工場で働いていた彼

に起こった災厄は、夜勤中に

発生した製品不良に原因があ

った。不良発生の翌日には担

当係長から注意を受けていた

ものの、その数日後の朝礼

中に工場長から突然暴行を受

ける。武術の心得があるとい

うこの工場長は、怒りにまか

せて彼に襲いかかったわけで

はなく、不良発生によって数

百万の損害が発生したことを

出席者全員に話したのち、「こ

れはお前がやったんだろ？」

と被災者の腹部に前蹴りを見

舞い、壁に当たって跳ね返っ

上司からの暴行で視力低下
外国人実習生受け入れ停止処分

滋　賀

切っているが、若者の自殺も

多い状況などを話された。特

に興味深かったのは復職につ

いて粥川医師独自の判断基準

を紹介されたことだ。労組

と企業間でのメンタルヘルス

不調で休職した労働者の職場

復職交渉では、様々な困難が

あり、医学的な基準があれば

助けになるのではないだろう

か。

講演の後は、リレートーク

で当センター西野方庸事務局

長、長年大阪労働健康安全セ

ンターの事務局長をされた北

口修造氏、大阪府労働事務所

で相談対応をしてきた橋本芳

章氏、そして患者と家族の会

の寺西笑子氏が次々と大阪で

の過労死問題の現状や今後の

取り組みの展望や期待を語っ

た。

結成総会には、会場の収

容人数を上回る 140 人が集

い、関心の高さがうかがわれ

た。

大阪で運動団体によるこの

ような広いネットワークが形

成されたのは、近年の運動で

は初めてのことではないかと

思う。今後の連携と互いに知

恵を絞った活動を展開するこ

とに期待したい。
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てきたところに顔面へ左拳突

きを入れ、彼の顔の左半分を

粉砕した。

被災者は蹴りを食らった下

腹部に激痛を感じたあとのこ

とはよく覚えていない。朝礼

中彼の隣に立っていた同期の

技能実習生によると、顔面か

ら多量の血を流して悶えてい

る被災者をそのままにし、工

場長は何食わぬ顔で朝礼を続

けたという。この異様な光

景に、「なんだかそのままに

しておくのはいけない気がし

た」同僚は、被災者を引きず

って外に放り出した。ついで

に携帯電話で写真を撮ってツ

イッターで拡散させたのもこ

の同僚だった。

技能実習生を文字通り傷物

にされた監理団体は、さすが

に会社に抗議をした。しかし

基本的に受け入れ企業は重要

な顧客であり、強くは言えな

い。せいぜい被災者を病院に

搬送して治療を受けさせる程

度であり、しかも「今朝階段

で転んで左目を強く打った」

と病院に対して説明して事故

を隠そうとした。この日の病

院のカルテには「左頬部から

鼻部、眼窩にかけて腫脹を認

めます。左鼻骨骨折、左眼窩

下壁及び内側壁に骨折を認め

ます」とあるが、健康な 27

歳が階段で転んで負うレベル

の怪我ではない。

会社も少しは責任を感じた

のか、休業中の賃金を補償し、

治療費を加害者負担にするこ

と、加害者から慰謝料として

５万円を支払うことを提示し

たが、かえって被災者の逆鱗

に触れる結果となった。暴行

事件による重傷に５万円の示

談金はないだろう。

こののち、被災者は総領事

館に相談し、そのアドバイス

に従って警察に被害届を出

し、また労災請求も行った。

会社は、賃金全額を補償して

いるのだから労災請求をしな

くてもよいのではないかと抵

抗したが、「当社製造現場に

おいて実施された朝礼の際、

被災者が担当した作業におい

て発生した製品不良につい

て、工場長からその原因につ

いて説明を求められたとき、

当該工場長に足蹴りおよび顔

面を殴打されたことにより負

傷したものである」と災害の

原因及び発生状況欄に記載さ

れているとおり、作業に関連

して暴行を受けたのであるか

ら明らかに業務災害である。

しかも軽傷ではなく、眼窩底

骨折により左顔面に痛みやし

びれなどの神経症状が残った

ほか、視神経障害として複視

と著しい視力低下が認められ

る。視神経障害については失

明や白内障などのリスクもあ

り、アフターケアが必要とな

るだろう。整復手術で顔面に

著しい醜状が残らなかったこ

とが不幸中の幸いであった。

この期に及んで監理団体も

被災者の権利擁護に回り（と

はいえ、少し目を離すとすぐ

に被災者に不利益になるよう

な行動に出るが）、入国管理

局に報告がなされた結果、当

該企業は外国人技能実習生の

受け入れ停止、加害者に対し

ては裁判所から刑事罰として

罰金刑が下された。

暴行は論外として、本件に

関する外国人技能実習制度上

の問題も指摘しておく。第一

に、技能実習管理の問題であ

る。外国人技能実習生は技能

実習計画に基づき実習に従

事することになっているが、

日々技能実習日誌を付けなく

てはならない。それには技能

実習指導員が常に外国人技能

実習生に付き添っている必要

がある。一人で夜勤に就いて

いた被災者にはこのような指

導員からの指導もなく、製品

知識もないまま作業を続けて

いたに違いない。この事実を、

事件の調査に入った入国管理

局も重く見たと思われる。

第二には割増賃金を加えて

も時給 1000 円にも満たない

賃金で外国人だけを夜勤に使

用していた問題である。本来、

「報酬が、日本人が従事する

場合の報酬と同等額以上であ

ること」が外国人がわが国で

就労する要件であるが、技能

実習生が低賃金労働者である
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ということはすでに常識にな

ってしまっている。コスト面

から日本人従業員を夜勤に就

けることを厭う企業心理は分

からないでもないが、技能実

習生のみが作業に従事し、そ

の結果多額の損失が出たとい

うのであれば本末転倒であろ

う。

今回の事件は、数百万程

度の不良品排出だけにとどま

らず、刑事事件に発展したこ

◆　傍聴のお願い　◆
はつりじん肺損害賠償裁判　証人尋問の予定

5 月 12 日 ( 火 )　10 時～　原告：浜川邦宏さん
5月 21 日 ( 木 )　10 時～　原告：末吉茂正さん
いずれも　大阪地裁　大法廷（202 号法廷）にて

とで会社への社会的評価に影

響を与え、さらに技能実習生

の受け入れ停止にまで発展し

た。安易な低賃金外国人労働

者の使用に対する警鐘となる

べき事件であった。

パワハラにあったとき
　どうすればいいかわかる本
いじめ・メンタルヘルス労働者支援センター (IMC)
+ 磯村 大 ( 精神科医 )　著

合同出版　http://www.godo-shuppan.co.jp/products/detail.php?product_id=455
サイズ :148mm × 210mm　発行日 :2014.11.10　ページ数 :144 ページ

今、職場のいじめ、パワハラが増えています。
2013 年度の労働局に寄せられた労働相談の内訳では、「いじめ・
いやがらせ」が 2 年連続トップでした。
本書は、職場のいじめ、パワハラを受けたとき、当事者や相談を
受けた職場仲間、経営者、家族たちが、どのように対応していけ
ばいいのかが、すぐに役立つように、マンガを使って、Q&A でわ
かりやすく書いた本。

★オススメ !! 労災職業病チャンネル★

NPO法人神奈川労災職業病センターが YouTube に「労災職業病チャンネル」を開設しました。
派遣法、職場のいじめ嫌がらせ、過労死、被ばく労働 ... 専門家による様々な講演などを発信しています。
是非ご覧ください！

◆　働く人の安全と健康を考える労災職業病チャンネル　◆
	 	 https://www.youtube.com/channel/UCl8fo24IfO85u3MamCVB7yQ
第 1回　派遣法改正、残業代ゼロ ... 雇用規制緩和の背景と問題点
　　ゲスト　嶋﨑　量（弁護士・神奈川総合法律事務所所属、
	 	 日本労働弁護団全国常任幹事、ブラック企	業対策プ	ロジェクト事務局長）
第 2回　職場のいじめ嫌がらせ・メンタルヘルスの緒問題」
　　ゲスト　千葉　茂（いじめ・メンタルヘルス労働者支援センター	（ＩＭＣ）代表 )
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 ３月の新聞記事から
3/2 うつ病で自殺した長崎大病院の男性職員 (56)

の遺族が労災認定を求めた訴訟で長崎地裁は、遺族

補償を不支給とした国の処分を取り消した。男性は

2009 年３月にミスを叱責された他、時間外労働が

100 時間を超えてうつ病になり自殺した。

  脳内出血で倒れた愛知県豊橋市立中学の元男

性教諭が「過労が原因」と公務災害認定を求めた訴

訟で、最高裁は公務災害と認めた。2 月 26 日付。元

教諭は平成 14 年スポーツの試合後に倒れて左半身に

まひに。１審名古屋地裁・２審名古屋高裁は、陸上

部顧問で過重な勤務があったとして請求を認めた。

3/3 2011 年に 26 歳で亡くなった堺市立深井中学

校理科教諭の前田大仁さんを、地方公務員災害補償

基金が公務災害と認定した。残業時間は 61 ～ 71 時

間だったが、「自宅でも相当量の残業をしていた」と

判断。赴任２年目、２年生の担任と女子バレー部顧

問だった。11 年６月出勤前に倒れて死亡。心臓の急

激な機能低下だった。

3/4 広島市の放射線影響研究所では、厚生労働省

の補助金を受けて福島第一原子力発電所の事故直後

に、作業にあたった作業員の被ばくの影響を長期的

に調べる健康調査を行う。がれきの撤去作業などに

あたったおよそ２万人が対象。

3/6 米国務省は「勇気ある国際的な女性賞」の表

彰式を開き、「マタニティー・ハラスメント」の被害

者支援に取り組む小酒部さやかさん (37) ら 10 人を表

彰した。日本人女性が選ばれたのは初めて。

3/8 大阪市営地下鉄町線守口駅で駅員をホームか

ら線路に突き落としたとして、大阪府警守口署は公

務執行妨害容疑で製造会社社員の男を現行犯逮捕し

た。男は酒に酔っていた。

3/11 大阪府の中原徹教育長は府教委職員らにパワ

ハラをしたと認定された問題を受け辞職を表明した。

3/12 「ブラックバイト」の改善に向け、都留文科

大（山梨県）の学生が、労働組合「都留文科大学学

生ユニオン」を立ち上げた。

3/13 職場でアスベストを吸い肺がんで死亡した男

性が、肺の中の石綿本数を満たさず労災不認定とさ

れたのに対し、妻が岡山地裁で国の処分取り消しを

求めた訴訟で、胸膜プラークを新たに画像で確認し

たとして処分を取り消し認定した。男性は岡山県井

原市在住で 1974 年から約 30 年建設現場で働いた。

3/18 秋田県仙北市の乳頭温泉郷近くの市企業局が

管理する「カラ吹源泉」の施設で、作業していた男

性３人が死亡でした。硫化水素で中毒になった可能

性がある。

3/20 東大阪市内にあったアスベスト紡織工場の元

従業員の妻が、国の対策不備が原因で中皮腫で死亡

したとして、1430 万円の国家賠償を求める訴訟を大

阪地裁に起こした。大阪・泉南地域の石綿被害訴訟

で最高裁が昨年 10 月に国の責任を認定した判決の

条件に合致し、提訴後に早期の和解を目指す。  

 長時間労働で自殺したＪＲ西日本の元社員の

遺族が、会社に賠償を求めた裁判で、大阪地方裁判

所はＪＲ西日本におよそ１億円の賠償を命じる判決

を言い渡した。ＪＲ西日本で設備の保安業務を担当

した 28 歳の男性社員で３年前に飛び降り自殺。254

時間の時間外勤務を行い労災認定された。

3/22 福島第１原発事故により全町避難を強いられ

た福島県の自治体に対し、県立医科大などが実施し

たメンタルヘルス調査で、職員の 21％が「うつ病」

と判断されていた。調査は昨年 10 月沿岸部の全職員

76 人が対象。16 人（21.1％）がうつ病と判断された。

3/24 アスベストによる健康被害について大阪・泉

南地域の石綿紡織工場の元従業員や遺族ら 19 人が、

計約１億 6500 万円の国家賠償を求める訴えを大阪

地裁に起こした。原告側は国の和解条件に合致する

として早期の和解成立を求めている。

3/25 母校の香川県立高校の男性教諭からわいせつ

な行為を受け、大学院生だった娘が自殺したとして、

高松市の両親が同県と教諭に損害賠償を求めた訴訟

の判決が高松地裁であり、裁判長は教諭に 750 万円

の支払いを命じた一方、公務外だったとして県の賠

償責任は認めなかった。

  経済産業省は東京証券取引所に上場する企業

の中から、従業員の健康管理に積極的に取り組んでい

る 22 社を「健康経営銘柄」に選出したと発表。 

  4 年にわたるいじめや暴言によって退職に追

い込まれたとして、20 代の知的障害の男性がスーパー

マーケットチェーンと直属上司に対し、損害賠償金

585 万円を求めて、東京地裁に提訴した。男性は重度

の知的障害がある。

3/30 　厚生労働省は妊娠や出産、復職などから

１年以内の降格や契約打ち切りなどの不利益な取り

扱いは、原則として男女雇用機会均等法などに違反

すると判断すると公表。たとえ「本人の能力が低い」

などの理由をつけても、妊娠や出産、復職から１年

以内は不利益な取り扱いは違法とされる。
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●泉南アスベスト国賠判決を受けて提訴
　全国の被害の掘り起こしを！

●受動喫煙対策の努力義務、６月施行

●検証が必要な除染作業の特別加入

●それぞれのアスベスト禍　その49　古川和子

●韓国からのニュース

●前線から
　全国安全センター厚労省交渉を実施　東京
　大阪から過労死防止を！過労死防止大阪センター設立　大阪
　上司からの暴行で視力低下　外国人実習生受入停止処分　滋賀


